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杉
村

康
之

議
員（
自
由
）　
市
内

に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感
染
者
数
と
死
者
数
は
。

福
祉
保
健
部
長
　
都
感
染
症
情
報

セ
ン
タ
ー
が
令
和
３
年
６
月
２
日

付
で
公
表
し
た
累
計
患
者
数
は
、

１
８
３
９
人
で
あ
る
。

議
員
　
死
者
数
に
つ
い
て
把
握
し

て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
基
本
的
な

デ
ー
タ
の
把
握
は
大
事
で
あ
る
。

自
分
の
調
査
で
は
、
国
内
の
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
に
よ
る
年
間
死
者
数

約
３
３
０
０
人
に
対
し
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
約
１
万

２
０
０
０
人
と
、
約
４
倍
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
論
拠
を
示
す
と
、

同
感
染
症
は
感
染
力
が
強
い
と
言

え
る
。
市
は
、
緊
急
事
態
宣
言
中
、

例
え
ば
公
共
施
設
の
利
用
者
に
活

動
自
粛
の
協
力
を
求
め
た
時
、
説

得
力
の
あ
る
説
明
が
で
き
て
い
な

か
っ
た
が
、
今
後
市
民
や
事
業
者

に
自
粛
を
求
め
る
際
、
ど
の
よ
う

な
説
明
を
す
る
の
か
。

福
祉
保
健
部
長
　
国
や
都
と
足
並

み
を
そ
ろ
え
た
取
組
が
重
要
と
の

認
識
を
持
ち
つ
つ
、
日
々
変
わ
る

状
況
に
応
じ
た
説
明
に
努
め
る
。

他�

会
議
録
作
成
の
基
準
●
こ
れ
ま
で
Ｌ

Ｅ
Ｄ
を
導
入
し
た
事
業
の
効
果
は

コロナ禍による活動自粛の
協力を市民や事業者に求める際
どのような説明をするのか

国や都と足並みをそろえた取組が
重要と認識し、日々変わる状況に
応 じ た 説 明 に 努 め る

　
市
議
会
の
本
会
議
及
び
委
員

会
は
、
市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信

等
も
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

ご
案
内

常任委員会の審査報告から

特別委員会の中間報告から

文

教

委

員

会

総

務

委

員

会

建

設

環

境

委

員

会

厚

生

委

員

会

基

地

等

跡

地

対

策

特

別

委

員

会

　
調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
調
布
飛
行
場
の
誘

導
路
整
備
工
事
に
関
し
、
滑
走
路
後
方
に
位
置
す
る
滑
走

路
端
安
全
区
域
の
拡
幅
及
び
緑
地
化
工
事
が
行
わ
れ
、
令

和
３
年
３
月
11
日
に
竣
工
し
た
。

　
府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
都
の
多
摩

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
ま
ち
づ
く
り
検
討
支
援
モ
デ
ル
事

業
に
お
い
て
は
、
広
く
市
民
の
意
見
を
聞
く
た
め
、
３
年

７
月
に
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
プ
ラ
ッ
ツ
等
で
ワ
ー
ク
シ
ョ�

ッ
プ
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
ま
た
、
法
務
省
関
連
施
設
に
係
る
動
き
に
つ
い
て
、
関

東
医
療
少
年
院
跡
地
を
含
む
周
辺
地
区
に
お
い
て
は
、
地

区
計
画
の
策
定
に
向
け
た
検
討
を
進
め
る
予
定
で
あ
り
、

ま
ず
は
地
域
の
方
々
に
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
す
る
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

市

庁

舎

建

設

特

別

委

員

会

　
市
庁
舎
建
設
用
敷
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
令
和
３
年
５

月
末
に
北
西
側
の
敷
地
拡
張
部
分
の
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調

査
を
終
え
、
「
お
も
や
」
建
設
敷
地
内
の
全
て
の
発
掘
調

査
が
終
了
し
た
。

　
新
庁
舎
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
「
お
も
や
」
工
事
は
当

初
の
計
画
ど
お
り
で
あ
る
が
、
既
存
庁
舎
解
体
工
事
に
つ

い
て
は
、
当
初
の
計
画
を
前
倒
し
し
て
６
年
11
月
に
終
え
、

６
年
12
月
か
ら
「
は
な
れ
」
工
事
に
着
手
す
る
。

　
「
お
も
や
」
工
事
中
に
お
け
る
仮
設
計
画
に
つ
い
て
、

３
年
３
月
に
工
事
請
負
契
約
を
締
結
し
、
歩
行
者
や
通
行

車
両
等
の
見
通
し
を
確
保
し
て
交
通
安
全
に
配
慮
し
つ
つ
、

敷
地
の
周
囲
に
高
さ
３
メ
ー
ト
ル
の
仮
囲
い
を
設
置
す
る

な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

学
校
施
設
老
朽
化
対
策
特
別
委
員
会

　
次
期
実
施
校
で
あ
る
第
三
小
学
校
及
び
第
六
小
学
校
の

改
築
事
業
に
伴
う
基
本
計
画
の
作
成
に
お
い
て
、
改
築
計

画
施
設
の
予
定
規
模
や
建
物
配
置
、
工
程
表
な
ど
骨
子
と

な
る
項
目
を
中
間
報
告
と
し
て
示
す
。
な
お
、
新
校
舎
で

の
学
校
運
営
の
開
始
時
期
は
、
基
本
構
想
段
階
で
は
令
和

７
年
４
月
と
し
て
い
た
が
、
６
年
度
の
３
学
期
か
ら
の
開

始
を
目
指
す
計
画
に
変
更
し
て
い
る
。

　
改
築
事
業
に
伴
う
検
討
会
に
つ
い
て
、
学
校
や
そ
こ
に

関
わ
る
地
域
の
方
々
と
一
緒
に
学
校
づ
く
り
を
進
め
て
い

き
た
い
と
の
考
え
か
ら
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
委
員
は

ス
ク
ー
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
を
中
心
に
構
成
さ
れ

て
お
り
、
今
後
、
基
本
計
画
及
び
基
本
設
計
を
作
成
す
る

３
年
度
中
に
５
回
程
度
の
会
議
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
る

な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

公
契
約
関
係
競
売
入
札
妨
害
事
件
に
係
る

再

発

防

止

対

策

特

別

委

員

会

　
令
和
３
年
３
月
22
日
に
開
催
さ
れ
た

委
員
会
に
つ
い
て
は
、
本
委
員
会
の
方

向
性
や
進
め
方
に
つ
い
て
、
各
会
派
の

意
見
を
取
り
ま
と
め
た
資
料
を
基
に
、

議
員
間
討
議
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
次

回
の
委
員
会
で
、
倫
理
条
例
の
具
体
的

な
枠
組
み
等
に
つ
い
て
、
改
め
て
各
会

派
の
考
え
方
を
示
し
て
論
議
を
進
め
て

い
く
こ
と
と
し
た
。

　
３
年
４
月
９
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員

会
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
委
員
会
ま
で

に
出
さ
れ
た
倫
理
条
例
に
関
す
る
意
見

を
取
り
ま
と
め
た
資
料
や
倫
理
条
例
検

討
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て
、
議
員

間
討
議
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
倫
理
条

例
検
討
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
及
び
倫
理
条
例

の
枠
組
み
の
う
ち
前
文
、
目
的
、
議
員

の
責
務
及
び
市
民
の
責
務
に
つ
い
て
、

各
会
派
に
持
ち
帰
っ
て
検
討
し
、
次
回

の
委
員
会
で
、
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
３
年
５
月
10
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員

会
に
つ
い
て
は
、
倫
理
条
例
の
枠
組
み

の
う
ち
前
文
、
目
的
、
議
員
の
責
務
に

つ
い
て
、
各
会
派
か
ら
の
提
案
を
基
に

議
員
間
討
議
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
出

さ
れ
た
意
見
を
踏
ま
え
、
次
回
の
委
員

会
で
前
文
、
目
的
に
つ
い
て
の
条
文
の

素
案
を
示
し
、
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
３
年
６
月
８
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員

会
に
つ
い
て
は
、
市
長
部
局
に
お
け
る

契
約
制
度
の
見
直
し
や
職
員
倫
理
の
向

上
な
ど
官
製
談
合
再
発
防
止
対
策
に
係

る
報
告
を
受
け
、
質
疑
を
行
っ
た
。
そ

の
後
、
倫
理
条
例
に
係
る
検
討
と
し
て
、

委
員
長
と
副
委
員
長
に
よ
っ
て
と
り
ま

と
め
ら
れ
た
前
文
と
目
的
の
素
案
の
資

料
等
を
基
に
、
協
議
及
び
議
員
間
討
議

を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
倫
理
条
例
の
枠

組
み
の
う
ち
政
治
倫
理
基
準
に
つ
い
て
、

各
会
派
に
持
ち
帰
っ
て
検
討
し
、
次
回

の
委
員
会
で
協
議
を
進
め
る
こ
と
と
す

る
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承

す
る
と
と
も
に
、
議
会
閉
会
中
に
お
け

る
継
続
審
査
と
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
及
び

そ
の
職
員
の
業
務
負
担
の
軽
減
等
を
図
る
観
点

か
ら
、
国
の
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
家

庭
的
保
育
事
業
者
等
及
び
そ
の
職
員
が
、
家
庭

的
保
育
事
業
所
等
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
帳
簿
等
の
記
録
、
作
成
等
を
電
磁

的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
改
正
内
容
と
し
て
、
「
家
庭
的
保
育
事
業
者

等
及
び
職
員
が
、
記
録
、
作
成
等
を
行
う
も
の

の
う
ち
、
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
等
さ
れ
る

も
の
に
つ
い
て
、
電
磁
的
記
録
で
行
え
る
規
定

を
追
加
す
る
も
の
」
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異

議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

　
こ
の
陳
情
は
、
「
公
契
約
条
例
（
仮
称
）
の

制
定
に
よ
り
、
事
業
者
の
安
定
的
な
経
営
と
適

正
な
労
働
条
件
で
の
人
材
確
保
が
可
能
と
な
れ

ば
、
地
域
雇
用
の
創
出
、
市
公
共
工
事
の
円
滑

な
推
進
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
早
期
に
同
条

例
の
制
定
が
実
現
す
る
よ
う
取
組
を
進
め
て
ほ

し
い
」
と
の
内
容
で
あ
る
。

　
委
員
か
ら
、
「
本
市
で
は
、
透
明
性
確
保
の

観
点
か
ら
、
予
定
価
格
の
事
前
公
表
が
実
施
さ

れ
る
が
、
品
質
や
価
格
の
低
下
を
招
く
要
素
が

あ
る
た
め
、
そ
の
手
当
と
し
て
の
公
契
約
条
例

の
制
定
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
、
採
択
を
主
張

す
る
」「
即
決
に
は
疑
問
が
あ
る
た
め
、
継
続

審
査
を
主
張
す
る
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
ま
ず
初
め
に
、
継
続
審
査
に
つ
い
て
諮
っ
た

と
こ
ろ
、
賛
成
少
数
に
よ
り
否
決
と
な
っ
た
。

　
次
に
、
採
決
し
た
結
果
、
本
陳
情
に
つ
い
て

は
、
全
員
異
議
な
く
、
採
択
す
べ
き
も
の
と
決

定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
が
改
正

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
固
定
資
産
税
の
先
端
設

備
等
に
係
る
地
域
決
定
型
地
方
税
制
や
医
療
費

控
除
の
特
例
措
置
に
係
る
適
用
期
限
の
延
長
な

ど
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
主
な
改
正
内
容
と
し
て
、
「
先
端
設
備
等
に

該
当
す
る
特
例
対
象
資
産
に
機
械
装
置
等
を
加

え
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
」「
特
定
一
般
用

医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費

控
除
の
特
例
の
適
用
期
限
を
、
令
和
９
年
度
ま

で
延
長
す
る
」
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
医
療
費
控
除
等
の
税
制

改
正
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

へ
の
掲
載
や
納
税
通
知
書
な
ど
を
発
送
す
る
際

に
お
知
ら
せ
を
同
封
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民

に
周
知
し
て
い
る
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異

議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

　
主
な
変
更
内
容
と
し
て
、
「
交
通
管
理
者
と

の
協
議
に
よ
り
、
車
両
等
の
円
滑
な
通
行
及
び

安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
昼
間
施
工
の
一
部

を
夜
間
施
工
に
変
更
す
る
」「
令
和
３
年
６
月

30
日
ま
で
と
し
て
い
た
工
期
を
３
年
７
月
16
日

ま
で
に
変
更
す
る
」
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
夜
間
施
工
へ
の
一
部
変

更
や
警
備
員
の
増
員
等
に
よ
り
、
工
事
費
は
合

計
で
約
２
１
３
０
万
円
の
増
額
と
な
る
」「
工

期
の
延
長
は
、
歩
道
橋
と
接
す
る
ホ
テ
ル
の
開

業
に
影
響
し
な
い
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
し
っ
か
り
と
警
備
員
を
配
置

し
て
夜
間
工
事
を
行
っ
て
い
る
状
況
は
把
握
し

て
お
り
、
最
後
ま
で
安
全
に
配
慮
し
な
が
ら
工

事
を
進
め
て
ほ
し
い
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異

議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

第
33
号
議
案

府
中
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

第
35
号
議
案

府
中
ス
カ
イ
ナ
ー
ド
歩
道
橋
部
改
修
工
事

請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て

第
34
号
議
案

府
中
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

陳
情
第
２
号

府
中
市
に
お
け
る
公
契
約
条
例
（
仮
称
）

の
制
定
に
つ
い
て
の
陳
情


